
令和７年３月２５日  

 

次のとおり、プロポーザルを行いますので、公表いたします。 

 

 

１ 委託名  環境技術産学公民連携公募型共同研究事業委託 

   委託内容 別紙のとおり 

   履行期限 令和８年３月３１日（火） 

 

２ 資格等要件 

  公募型共同研究事業への参画を希望する者は、次の要件を全て満たさなければな

りません。 

(1)環境技術についての研究を実施するに足りる十分な能力を有し、市をフィール

ドとした環境技術に関する研究を推進できるもの 

(2)企業、大学、研究機関、非営利団体などとし、いずれも法人格を有するもの 

(3)川崎市暴力団排除条例（平成24年川崎市条例第５号）第７条に規定する暴力団 

員等、暴力団経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有するものでない

もの 

(4)神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条例第75号）第23条第１項又は第 

２項の規定に違反していないもの 

(5)川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第２８号）第２条の規定に基づく資格停 

止期間中でないこと。 

(6)川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。 

(7)本市が定める期日までに当該契約年度の川崎市業務委託有資格業者名簿におい 

て、当該契約に対応する業種・種目に登録されていること。 

  業者区分：「委託」 業種：「その他業務」 種目：「その他」 

 

３ 提案内容の評価基準 

評価基準表のとおり 

 

４ 担当部課 

  川崎市環境局環境総合研究所  

  川崎市川崎区殿町３丁目 25 番地 13 号 川崎生命科学・環境研究センター３階  

  電話：044-276-8964  E-mail：30sotosi@city.kawasaki.jp 

 

５ 参加意向申出書の提出期限、場所及び方法 

  令和７年５月１５日（木）（必着）までに郵送又は持参により提出すること。（受付

時間：月曜日から金曜日の午前 8 時 30 分から正午まで、午後１時から午後 5 時 15

分まで（祝休日を除く）） 

提出場所は「４ 担当部課」と同じ。 

  ※参加意向申出書に加えて、以下の書類をオンライン申請にて提出すること。 

 公募型共同研究事業申請書（様式１-１①）、事業計画（研究計画）概要書（様式２ 

①）、研究費用見積額調書（様式３）、共同研究を実施するに十分な能力を有すること 



を説明する書類、法人の事業内容が分かる書類。 

  オンライン申請フォーム：https://logoform.jp/form/FUQz/955599 

 

６ 提案資格確認結果通知書の交付期間、場所及び方法 

  令和７年５月２１日（水）までに提案者宛て郵送により発送します。 

 

７ 提案書提出の期限、場所及び方法 

  令和７年５月２７日（火)１７時までに下記 URL より提出すること。 

 企画提案書申請用 URL：https://logoform.jp/form/FUQz/955613 

 

８ 要請手続において使用する言語及び通貨 

使用する言語は日本語、通貨は日本円とします。 

 

９ 契約書作成の要否   

  要 

 

10 関連情報を入手するための照会窓口   

「４ 担当部課」と同じ 

 

11 評価が同点となった場合の措置 

（1）同得点の企画提案が複数あった場合は、評価基準表の上側にある項目から比較し

ていき、当該項目の得点が高いものを上位とする。 

（2）全項目の得点が同じ企画提案が複数あった場合は、出席委員の過半数で決し、可

否同数のときは、委員長の決するところによる。 

 

12 その他必要と認める事項 

（1）業務規模概算額   

200 万円を上限とします。  

（2）見積書提出の有無   

有 

（3）提案書の作成及び提出に関する提案者の費用負担の有無   

有 

（4）その他 

当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決

（令和７年３月頃）を要します。 

  



○評価基準表 

評価項目 評価の着眼点 

加点対象 募集時に特出しした課題解決に取り組む研究か 

・「脱炭素社会の構築」に該当する研究 

企画の内容 環境課題の解決につながる研究（次のいずれか一つ以上を満たしてい

る）か 

・ニーズ把握ができている 

・期限内に成果が期待できる 

・本市の環境改善に役立つものである 

・市内の産業振興に役立つものである 

・国際貢献に役立つものである 

実現性 研究計画が具体的で、かつ実現の可能性がある（次の全てを満たしてい

る）か 

・研究を実施する上で必要な知識や経験を持っている 

・研究に携わる人員等、必要な実施体制を確保している 

・実施方法、スケジュールが具体的に示されており、実施が可能である 

新規性・独自性 先進的・革新的な研究（次のいずれか一つ以上を満たしている）か 

・類似の技術や研究がない 

・既存の技術や研究ではあるが、独自性があり、社会実装につながるも

のとして期待できる 

・“川崎モデル”としての発信が可能である 

社会実装の可能性 研究期間及び終了後の展開について考えられているか 

・製品化、事業化、地域展開など社会実装に向けた活用策が期待できる 

妥当性 見積額の積算が適正（次の全てを満たしている）か 

・不明瞭な経費が計上されていない 

・過大又は過小な経費の見積がされていない 

評価項目ごとに５点満点とし、絶対評価による客観的採点を行う。  

◆ 評価点〔優秀：5 点、良好：4 点、普通：3 点、やや劣る：2 点、劣る：1 点〕 

◆ 基準点：加点対象項目を除き全項目「普通」であった場合の合計点数   

◆ 加点対象については、該当すると判断されたものに全委員が一律３点を加点する 

 

【加点対象となる研究分野】 

 国内外で気候変動問題への関心や危機感が高まっていることから、「脱炭素社会の構築」に該当し、

緩和策に繋がること等が期待される研究を積極的に募集・採択いたします。審査時に「脱炭素社会の

構築」に該当すると判断された場合は、上記基準表に基づき、全委員が一律 3 点を加点致します。 

 


